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分散登校での教育活動再開について 

 保護者の皆様には、日頃より横浜の教育の推進に対して、ご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上

げます。 

 先日、９月１日より短縮授業による教育活動再開についてお知らせしましたが、この度の新型コロナウイ

ルス感染拡大の状況を受けて、横浜市立学校では９月１日から13日まで、分散登校、短縮授業による教育

活動を再開することにしました。先日のお知らせから短い時間での変更となり、申し訳ございません。 

 分散登校につきましては、学級を登校グループと家庭学習グループの２つに分けて行います。 

登校したグループは給食を喫食した後、通常通り下校します。家庭学習グループは家庭でプリントやGIGA

端末（iPad）を使って、課題に取り組みます。GIGA端末(iPad)については、９月１日に持ち帰ります。ご家

庭で接続状況等、ご確認をお願いします。 

つきましては、次のように分散登校を実施することをお知らせいたします。 

１ 分散登校について 
 
  ○ 学級を２つのグループに分けて教育活動を行います。 
  ○ 分散登校のABグループは、次のとおりです。（学級出席番号で表示をしています。） 

     Aグループ Bグループ 

1-1 №１～11、14 №12～13、№15～25 

1-2 №１～10、12 №11、13～24 

2-1 №１～10、12、14 №11、13、15～24 

2-2 №１～11 №12～22 

3-1 №１～７、９～11、15～16 №８、12～14、17～26 

3-2 №１～12 №13～25 

4-1 №１～13 №14～26 

4-2 №１～12、24 №13～23、25 

5-1 №１～12 №13～26 

5-2 №１～４、６～14、16 №５、15、17～27 



6-1 №１～７、10～14、17、24～25 №８～９、15～16、18～23、26～27 

6-2 №１～11、13～15、20 №12、16～19、21～28 
※個別支援学級は交流級の番号です。 
 
２ 分散登校の概要（9/1のみ方法が9/2以降と異なります。） 
  〇９月１日（水）・・・・・・午前中を２分割したA・B分散登校、１時間半程度の短時間授業 
   ※給食なしで下校 
   （緊急受入れ児童のみ弁当持参：緊急受入れについては別紙「分散登校に伴う緊急受入れについて」参照） 
 
 
 
 
 
 
 
  〇９月２日（木）～９月１３日（月）・・・・・・A・B隔日登校による分散登校 
   ※給食実施、下校時刻は１３時３０分です。（放課後キッズクラブ（利用区分２）、放課後児童クラブ 
   （学童）を利用する児童は、それぞれの場所の受入れ時刻に合わせて移動します。) 
 
３ ９月２日（木）～９月１３日（月）の分散登校の詳細 
  〇長期休業が明けて、学校生活に慣れるとともに、各担任を中心とし、教職員全体で子どもたちの様子 
   の把握に努め、これまでの学習をふり返ったり、新たな学習を進めたりします。 
  〇分散登校の方法は、次の通りとします。 
  〇欠席をする場合は、８時１５分までに電話でご連絡ください。  

 
 
 

 

月日（９/２～  ９/７） ９/２ （木） ３ （金） ６ （月） ７ （火） 

グループ 
A B A B A B A B 

＜基本日課＞  

 ８時 ５分～  ８時１５分   登校・手洗い 

 ８時１５分～  ８時２５分   出席確認 健康観察  等 

 ８時２５分～  ９時０５分   １時間目 

 ９時１０分～  ９時５０分   ２時間目 

 ９時５５分～１０時３５分   ３時間目 

１０時３５分～１０時５５分   中休み 

１０時５５分～１１時３５分   ４時間目 

１１時４０分～１２時２０分   ５時間目 

１２時２０分～１３時０５分   給食    

１３時０５分～１３時２０分   給食の片付けや下校準備 

１３時３０分              完全下校 
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Aグループ→登校：８時05分～８時15分 

      授業：８時30分～10時05分 

      下校：10時10分 

Bグループ→登校：10時15分～10時25分 

      授業：10時35分～12時10分 

      下校：12時15分 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★教室での学習のときの下校時刻は、全学年１３時３０分です。 

★家庭学習の日の緊急受入れ児童については、朝から学校に受入れ、給食を食べます。給食物資発注の関係 

 上、必ず期限までに事前の緊急受入れ申込みをお願いします。今回は、申込みなしの受入れ、当日の受入 

 れは対応することができません。ご了承ください。（別紙「分散登校に伴う緊急受入れについて」参照） 

                                  

４ 持ち物等について 

  〇９月１日（水）は、８月分の健康観察カードと１学期末にお知らせした持ち物を持たせてください。 

  〇９月１日（水）も、教科書配付、iPadの持ち帰りのため、ランドセルで登校させてください。 

  〇９月２日（木）以降の分散登校は、約半数の児童での隔日登校なので、給食当番実施の関係上、エプ 

   ロンと給食帽子を必ず持たせてください。 

 

５ 毎日の児童の健康状態の把握について 

  学校再開にあたり、児童の健康観察とご家庭での健康管理が重要となります。各家庭で毎日健康観察を 

 行い、体調不良（発熱、せき、倦怠感、息苦しさ、頭痛の症状等）が少しでも見られる場合は登校を見合 

 わせてください。日々の健康状態を確認するため、必ず次の通りの健康観察へのご協力をお願いします。 

 

 今後の健康観察は、急な対応があることも想定し、当面の間ミマモルメと健康観察 
カード両方で行います。お手数をおかけしますが、ご協力ください。 

○ 感染拡大防止にあたっては、ご家庭の協力も不可欠です。免疫力を高めるためにも、規則正しい生活

を送ることができるようお願いします。また、児童の健康について気になることがある場合は、遠慮な

く学校にご相談ください。 

 

月日（９/８～  ９/１３） 9/８ （水） ９ （木） １０ （金） １3 （月） 

グループ A B A B A B A B 

＜基本日課＞  

 ８時 ５分～  ８時１５分   登校・手洗い 

 ８時１５分～  ８時２５分   出席確認 健康観察  等 

 ８時２５分～  ９時０５分   １時間目 

 ９時１０分～  ９時５０分   ２時間目 

 ９時５５分～１０時３５分   ３時間目 

１０時３５分～１０時５５分   中休み 

１０時５５分～１１時３５分   ４時間目 

１１時４０分～１２時２０分   ５時間目 

１２時２０分～１３時０５分   給食    

１３時０５分～１３時２０分   給食の片付けや下校準備 

１３時３０分              完全下校 
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〇健康観察カードの毎日の確実な記入と押印を再度お願いします。教室での学 
習の日に必ず持たせてください。 

 〇毎朝７時３０分までに、ミマモルメでもお知らせください。(朝6時配信) 
  ※今後なお一層、学校からはメールでの緊急連絡を配信する可能性が大きくなっております。電話 

    の回線数や対応時間は限られております。どうかメールでの学校からの情報取得にご協力くださ 

    い。 

    
  なお、登校後、児童の発熱を確認した場合、文部科学省から示されているとおり、帰宅措置を 

  講じます。発熱がなくても学校で体調不良となった場合、保健室での経過観察はせず、早退のお迎 

  えをお願いしますのでご協力ください。その際はご連絡をさせていただきます。 

 

６ GIGA端末（iPad）について 

  〇 今後iPadを活用しての学習の仕方を、学年に応じて指導をしていきます。今回は、分散登校での 

    教育活動再開に伴い、あくまでも「学習で活用」するために持ち帰るものです。学校でも児童に使 

    い方を指導いたしますが、このiPadは児童個人の物ではなく、横浜市からの貸し出し物品です。 

    ご家庭での扱い方にご注意いただきますようお願いいたします。また、iPadに関する別文書も追っ   

    て発出しますので、必ずご確認ください。   

                                          

７ その他（緊急受入れ等） 

○ １～３年生及び個別支援学級（全学年）の児童のうち、保護者の就業やその他の事情で家庭での

対応が困難な場合に「緊急受入れ」を実施します。なお、「緊急受入れ」はあくまでも「緊急の

措置」であることをご理解ください。なお、緊急受入れに参加する日は、家庭学習の日でも下校（給

食あり）まで学級で生活することになります。前述の通り、必ず事前に申込みください。なお、放課

後キッズクラブの区分２登録家庭と学童登録家庭には、ミマモルメ緊急受入れアンケートメールを配

信いたしますので、それにてご返信ください。（メールを配信させていただいたご家庭の中で、期限ま

でのご返信がない場合は、今回は申込みをされないと理解させていただきますことをご了承ください。） 

  緊急受入れ申込み方法の詳細は、別紙「「分散登校に伴う緊急受入れについて」を参照ください。 

○ 感染拡大防止にあたっては、ご家庭の協力も不可欠です。免疫力を高めるためにも、規則正しい生活

を送ることができるようお願いします。また、児童の健康について気になることがある場合は、遠慮な

く学校にご相談ください。 

〇 家庭学習を行い、給食を喫食しない日の給食費は、減額の対象となる予定です。 


